
令和８（2026）年度アントレプレナーシップ育成業務公募型プロポーザルに係る質問及び回答 

令和８(2026)年３月 31日 

栃木県産業労働観光部経営支援課 

No. 質  問 回  答 

１ 

広報について 

 特に専門高校への告知が想定されていますが、高校への広報にあた

り、栃木県教育委員会の協力を得ることは可能でしょうか？ 

 周知協力等の想定はしていますが、詳細は委託事業者決定後に協議します。 

２ 

仕様書 5、業務内容 (1)企画 オ講師について 

「栃木県内あるいは栃木県にゆかりのある先輩起業家、金融機関等

の支援者等」との記載につきまして、ゆかりの範囲について確認させ

ていただきたいです。 

「ゆかり」と一口に申しましても、出身・在住・血縁関係に加え、

過去に県内企業とのお取引があるなど様々な関わり方が考えられるか

と存じます。つきましては、本件においてはどの程度の関係性があれ

ば「ゆかりがある」と判断され、講師としてご依頼可能となるのでし

ょうか？基準や目安がございましたら、ご教示いただけますと幸いで

す。 

 明確な基準や目安は特段設けていませんが、参加者から親近感を感じても

らいやすいような方が望ましいと考えます。栃木県出身や在住が理想的では

ありますが、栃木県で業務を行ってきた経験がある方等でも妨げるものでは

ありません。なお、「観光等で一度だけ栃木県に来県したことがある」「栃木県

内で１時間だけ講演を行った経験がある」「講師本人ではなく親族が栃木県在

住」等では栃木県との関わりが薄いものと考えます。 

３ 

仕様書の「４事業の目的」について  

社会課題解決やや自己実現の手段の一つとして起業を考えられるよ

う、起業家マインドを育成し、スタートアップ企業等の創業希望者が

増える土壌をつくる。と記載がございます。 

 

【質問内容】  

「自己資金・スモールスタート型」の起業モデルの内容を想定してお

りますが、いかがでございましょうか。 

 内容について詳細の指定はしておりませんので、貴社で効果的と考える企

画の提案をお願いします。詳細は委託事業者決定後に協議します。 

 


